
今
後
策
定
す
る
「
桐
生
市
庁
舎
建

設
基
本
計
画
」
の
中
で
決
定
し
ま

す
が
、
建
設
費
と
の
関
係
も
含
め
、

総
合
的
に
判
断
し
ま
す
。

○
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

　
現
在
、
実
施
し
て
い
る
「
桐
生

市
庁
舎
建
設
基
本
計
画
策
定
及
び

基
本
設
計
業
務
委
託
」
の
公
募
型

プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
で
９
月
末
ま
で
に

受
託
業
者
を
選
定
し
、
令
和
３
年

３
月
ま
で
に
庁
舎
に
必
要
な
機
能
、

規
模
、
構
造
に
つ
い
て
よ
り
具
体

的
に
示
し
た
「
桐
生
市
庁
舎
建
設

基
本
計
画
」
を
策
定
し
ま
す
。

　
そ
の
後
、
令
和
３
年
７
月
ま
で

に
、
平
面
図
な
ど
の
基
本
設
計
図

を
作
成
す
る
基
本
設
計
を
行
い
ま

す
。 

　
令
和
４
年
６
月
ま
で
に
は
、
基

本
設
計
を
基
に
工
事
施
工
者
が
実

際
に
建
築
工
事
を
行
う
た
め
の
詳

細
な
図
面
や
仕
様
書
を
作
成
す
る

実
施
設
計
を
行
い
ま
す
。

　
令
和
４
年
４
月
か
ら
議
会
機
能

の
新
館
６
階
へ
の
移
転
を
始
め
、

同
７
月
頃
か
ら
議
事
堂
と
車
両
棟

の
解
体
工
事
に
着
手
し
、
同
年
中

の
終
了
を
見
込
み
ま
す
。

　
令
和
５
年
１
月
か
ら
新
庁
舎
の

本
体
工
事
に
着
手
し
、
令
和
６
年

12
月
の
完
成
を
予
定
し
ま
す
。

　
令
和
７
年
２
月
か
ら
現
市
庁
舎

の
解
体
工
事
と
外
構
工
事
を
行
い
、

翌
令
和
７
年
度
中
の
事
業
完
了
を

目
指
し
ま
す
。　
↖

桐
生
市
庁
舎
整
備
基
本
方
針

○
現
状
と
課
題

　
本
庁
舎
は
、
震
度
６
強
以
上
の

大
規
模
地
震
が
発
生
し
た
場
合
に
、

「
倒
壊
ま
た
は
崩
壊
の
危
険
性
が

高
い
」
と
さ
れ
、
大
規
模
な
地
震

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
防
災
拠

点
と
し
て
の
機
能
が
果
た
せ
な
い

状
況
に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
同
時
に
老
朽
化
な
ど
の

課
題
も
抱
え
て
い
ま
す
。

○
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

①
防
災
拠
点
と
し
て
の
本
庁
舎

　
災
害
が
発
生
し
た
際
に
は
、
対

策
本
部
と
し
て
十
分
に
、
水
害
発

生
時
に
も
支
障
な
く
機
能
す
る
本

庁
舎
と
し
ま
す
。

②
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
を
取

り
入
れ
た
本
庁
舎

　
年
齢
や
障
害
に
か
か
わ
ら
ず
、

誰
も
が
快
適
に
利
用
で
き
る
本
庁

舎
と
し
ま
す
。

③
環
境
に
や
さ
し
い
本
庁
舎

　
太
陽
光
、雨
水
、自
然
換
気
、自

然
採
光
な
ど
を
最
大
限
利
用
す
る

と
と
も
に
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
型
の

設
備
機
器
を
導
入
し
、
環
境
に
や

さ
し
い
本
庁
舎
と
し
ま
す
。

④
機
能
性
と
経
済
性
を
備
え
た
本

庁
舎

　
行
政
ニ
ー
ズ
の
多
様
化
や
情
報

通
信
技
術
の
高
度
化
、
行
政
組
織

の
改
編
に
も
柔
軟
に
対
応
で
き
る

機
能
的
な
本
庁
舎
と
し
ま
す
。

　
ま
た
、
将
来
の
人
口
規
模
や
財

政
状
況
を
見
据
え
、
初
期
費
用
や

運
用
費
用
の
低
減
を
図
る
た
め
、

経
済
性
を
重
視
し
た
シ
ン
プ
ル
で

コ
ン
パ
ク
ト
な
本
庁
舎
と
し
ま
す
。

⑤
駐
車
場
と
駐
輪
場
の
確
保

　
駐
車
場
と
駐
輪
場
が
不
足
し
な

い
よ
う
、
十
分
な
広
さ
を
確
保
し

ま
す
。

○
本
庁
舎
の
位
置

　
交
通
の
事
情
が
良
く
、
官
公
署

な
ど
が
集
積
し
、
必
要
な
ス
ペ
ー

ス
の
確
保
が
な
さ
れ
て
い
る
現
在

地
に
建
設
し
ま
す
。

　
桐
生
市
コ
ン
パ
ク
ト
シ
テ
ィ
計

画
で
も
、
本
庁
舎
は
中
心
拠
点
で

あ
る
桐
生
駅
周
辺
地
区
へ
の
誘
導

施
設
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
本
庁
舎
の
規
模

　
桐
生
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理

計
画
の
縮
減
目
標
を
踏
ま
え
、
新

庁
舎
の
延
床
面
積
は
現
庁
舎
の
延

床
面
積
の
32
パ
ー
セ
ン
ト
縮
減

（
約
１
万
１
５
０
０
平
方
メ
ー
ト

ル
）
を
目
指
し
ま
す
。

　
市
民
の
利
便
性
を
考
慮
し
な
が

ら
、
庁
内
組
織
の
一
部
を
既
存
の

市
有
施
設
や
民
間
施
設
へ
移
転
す

る
分
庁
方
式
を
検
討
し
、
延
床
面

積
の
縮
減
を
図
り
ま
す
。

○
事
業
費

　
他
の
自
治
体
の
事
例
を
参
考
に

算
出
し
た
本
庁
舎
の
建
設
工
事
費

は
、
概
算
で
約
58
億
円
で
す
。

　
ま
た
、
設
計
費
、
解
体
費
な
ど

の
費
用
に
つ
い
て
は
、
今
後
検
討

し
ま
す
。

○
財
源

　
合
併
特
例
債
を
活
用
し
ま
す
。

合
併
特
例
債
は
、
対
象
事
業
費
の

95
パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
借
り
入
れ
が

可
能
で
、
償
還
時
に
は
70
パ
ー
セ

ン
ト
が
交
付
税
で
補
わ
れ
ま
す
の

で
、
実
質
33
・
５
パ
ー
セ
ン
ト
が

市
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

概
算
の
建
設
工
事
費
58
億

円
で
説
明
す
る
と
、
合
併
特

例
債
を
活
用
し
た
場
合
は
、

19
億
４
３
０
０
万
円
で
建
設
で
き

ま
す
が
、
活
用
し
な
い
場
合
は
、

58
億
円
の
全
額
が
市
の
負
担
額
に

な
り
ま
す
。

○
防
災
対
策

　
現
在
地
は
、
想
定
最
大
規
模
の

大
雨
（
72
時
間
の
雨
量
が
８
１
２

ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
、
い
わ
ゆ
る
千

年
に
一
度
の
降
雨
の
場
合
、
地
階

の
な
い
建
物
は
地
上
２
・
１
メ
ー

ト
ル
が
浸
水
す
る
と
予
測
さ
れ
る

区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
地
階
を
作
ら
ず
、
非

常
用
発
電
設
備
の
上
層
階
設
置
や
、

主
要
な
執
務
室
の
２
階
以
上
の
配

置
な
ど
の
対
応
を
検
討
し
、
万
一

の
水
害
発
生
時
に
も
支
障
な
く
機

能
す
る
本
庁
舎
を
建
設
し
ま
す
。

　

具
体
的
な
対
策
に
つ
い
て
は
、

　桐生市役所本庁舎（本庁舎）の建て替えについて協議した７月１日（水）の市議
会全員協議会、７月 10 日（金）の臨時議会の内容と、改訂した「桐生市庁舎整備
基本方針」についてお知らせします。
　新庁舎の具体的な機能や懸案事項への対策については、今後策定する「桐生市庁
舎建設基本計画」で決定します。
問い合わせ＝総務課庁舎建設準備室（☎内線 559）

桐生市役所本庁舎の建て替えを進めます
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市
議
会
全
員
協
議
会
、

臨
時
議
会
で
の

主
な
検
討
事
項

現
在
地
以
外
の
検
討

　
株
式
会
社
平
和
様
跡
、
現
学
校

給
食
中
央
共
同
調
理
場
、
旧
群
馬

発
明
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
複
数
の
候

補
地
を
検
討
し
ま
し
た
が
、
周
辺

の
道
路
環
境
や
建
築
基
準
法
に
基

づ
く
用
途
地
域
内
の
建
築
制
限
、

必
要
用
地
面
積
の
確
保
の
可
能
性

な
ど
、
ど
の
候
補
地
に
つ
い
て
も

本
庁
舎
建
設
は
難
し
い
結
果
で
し

た
。

水
害
対
策

　
防
災
を
専
門
と
す
る
有
識
者
の

「
百
年
に
一
度
の
降
雨
に
よ
る
想

定
被
災
地
へ
の
庁
舎
建
設
は
回
避

す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
地
は
、

千
年
に
一
度
の
降
雨
に
よ
る
想
定

被
災
地
で
あ
り
、
被
災
軽
減
に
取

り
組
む
こ
と
で
建
設
可
能
」
と
の

見
解
や
、
他
市
の
水
害
対
策
例
と

し
て
、
１
階
を
駐
車
場
な
ど
に
し

て
２
階
以
上
に
執
務
室
を
置
く
ピ

ロ
テ
ィ
方
式
の
検
討
、
非
常
用
発

電
設
備
の
上
層
階
設
置
、
雨
水
貯

留
槽
の
設
置
、
盛
土
に
よ
る
対
策

な
ど
、
万
一
の
水
害
発
生
時
に
も

支
障
な
く
機
能
す
る
本
庁
舎
と
し

ま
す
。

災害発生時も、防災拠点として機能する庁舎に。
　先日の市議会全員協議会、臨時議会では、市長
就任後、担当部局を中心にゼロベースで協議を重
ねてきました事項として、「新庁舎建設がみどり
市との合併問題の支障にならないこと」、「水害対
策」、「耐震改修と建て替えの比較」、「他の場所で
の建設結果」など、「桐生市庁舎整備基本方針」の
改定と合わせて説明しました。
　これから取り組む庁舎建設基本計画は、これま
での経緯や検討結果を盛り込んだ計画とします。
１．本庁舎建設の必要性
　近年様々な災害が想定される中で、大規模地震
などが発生した場合に、本庁舎は倒壊または崩壊
の危険性が高く、防災拠点としての機能が果たせ
ない状況です。
　合併特例債の活用が財源として有利であること
から、活用期限である令和７年度までに整備を完了
しなければならず、着手に待ったなしの状況です。
２．みどり市との関連
　市長就任後、みどり市とは、その後約１年間、桐
生・みどり未来創生会議を立ち上げ、両市の様々
な連携について協議を進めてまいりましたが、今
後も両市の協議を続け、連携・協力を深めていく
こととしております。　↗

　本庁舎の建設については、みどり市長に対し「も
し仮に将来、みどり市と合併となった場合でも、今
回建設する予定の新庁舎の大きさは、現在の本庁
舎よりコンパクトな庁舎を想定しており、何より
も、桐生地域の防災拠点として欠くことができな
いことから、本庁舎の整備が合併問題の支障とな
るものではない」ことを説明し、ご理解いただき
ました。
３．現在地での本庁舎建設
　水害想定地域に建設して大丈夫か、との心配の
声があることは承知していますが、防災の有識者
の意見や、他市の水害対策を講じた庁舎建設例を
踏まえ、十分に被害軽減の対策を講じて現在地に
建設したいと考えています。
４．議事堂・車両棟の先行解体
　市民サービスが低下しないよう、日常の市役所
業務を継続して行いながら本庁舎を建設します。
　議事堂と車両棟を先行して解体し、現庁舎の新
館６階に議長室、会派室、事務局等の議会機能を
移転し、建設スペースを確保します。
　市民の皆様には、ご不便をおかけすることもご
ざいますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

桐生市長　荒木恵司

本庁舎の建て替えに関する説明会
人）を超えた場合は、入場をご遠慮いただく場合
もあります。
期日＝８月 21日（金）
時間＝午後６時 30分から
場所＝市民文化会館スカイホール
問い合わせ＝総務課庁舎建設準備室（☎内線 559）

　「現在地に建て替える」とした経緯など、市長が
市民の皆さんに直接お話します。事前の申し込み
は不要です。当日、会場にお越しください。
　なお、感染症対策のため、来場者には、連絡先の
確認などお手数をお掛けする場合があります。ま
た、感染症対策として設定した最大収容人数（200

3 桐生市役所　　☎0277‐ 46‐ 1111


